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退院患者調査の見直しについて（その２）

DPC 評価分科会（平成 25 年 10 月 30 日）の議論を踏まえ、様式１の見直しについて具

体的な検討を行う。

【入退院情報の介護の施設類型関する意見】

○ 入院経路について、介護の施設類型（4 介護老人保健施設からの入院、5 介護老

人福祉施設からの入院、6 社会福祉施設からの入院）については、病院が把握す

るのは難しいと考えられるので、一括りにすべきではないか。

○ ３つの区分に分けるのであれば、その調査結果をどのように利用するのかを議論

すべきではないか。

○ 病院の医療連携部門においては患者の入退院に関する情報が管理されていると考

えられるが、DPC 調査担当部門とは必ずしも連携をとれているわけではないので、

調査様式に加えることになればそのような体制を組む必要がある病院もあり、病

院に負担がかかる可能性もあるのではないか。

○ DPC 病院から違う施設に行った後にその患者がどのような経過をたどったかとい

うことが現状では把握できないので、余り細かく調べても意味がないのではない

か。

○ 入院経路は介護施設の類型を一括りにして、退院先は細かくする形でもよいので

はないか。

○ 担当医が正確に把握できるのか分からない現状では、調査様式に加えても誤った

情報が入るだけでなのではないか。

○ 介護老人保健施設は医療を提供する施設であり、介護老人福祉施設とは役割が異

なっていること、またこれらの施設と急性期病棟と行き来させるようなことが問

題になっているという現状を把握するため、これらは分けるべきではないか。

○ 急性期病院を担う DPC 病院がどこへ行かせるかというのは非常に大きな課題で、

在宅を推進においても、どこへ退院するのかというのは重要であり、ケアの必要

なところに行くのか否かを考える上では必要な情報であり、慢性期の医療の在り

方を急性期の側から把握する上で必要ではないか。

診 調組 Ｄ－ ３
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【Nohria 分類について】

○ Nohria 分類は知らない人も多く、現場での入力は難しいのではないか。

○ 心不全の患者の病態は入院中に変わるため、Nohria 分類によって必ずしも病態が

見えてくるわけではないのではないか。

○ 医科点数表の在宅医療の項目の点数で NYHA 分類に基づいて設定されていることと

の整合性も考え、NYHA 分類の方がよいのではないか。

【認知症の調査項目について】

○ 認知症において問題になるのは、介護が必要になるランクⅢ以上であるので、現

場の負担を考慮してランクⅢ以上の場合記入する形がよいのではないか。

○ 調査対象となる患者を年齢で区切ったり、その患者の認知症にかかる診断名を記

入してもらったりするのは難しいのではないか。

【褥瘡について】

○ 入院時と退院時の状態を調査しても、入院中に新規発生があったかどうかという

ことが分からないのではないか。
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【既存項目の見直し】

項目名 内容 考え方 対応案

3．入退院情報

(6)入院経路

下記の通り変更する

0 院内の他病棟からの転棟

1 家庭からの入院

4 他の病院・診療所の病棟から

の転院

5 介護施設・福祉施設に入所中

8 院内で出生

9 その他

・厚生労働省統計情報部が実施している

「患者調査」と整合性をとり、入院経路

をより精緻に調査する。

・また、肺炎の診断群分類において医療・

介護関連肺炎（NHCAP）が区別できるよう

になるため、重症度分類に活用できる可

能性がある。

入所型の介護施設・福祉施設等を一

括りとする

（考え方）

入院経路については、入所型の介護

施設・福祉施設等を分ける意義が必

ずしも明確ではないこと、また医療

現場で正確な把握が難しく不正確な

データが入力される懸念があるた

め、一括りとすることとしてはどう

か。

(11)退院先 下記の通り変更する

0 院内の他病棟への転棟

1 家庭への退院（当院に通院）

2 家庭への退院（他院に通院）

3 家庭への退院（その他）

4 他の病院・診療所の病棟への

転院

5 介護老人保健施設への入所

6 介護老人福祉施設への入所

7 社会福祉施設への入所

8 終了（死亡等）

9 その他

上記に同じ 提案の通りとする。

(考え方)

退院先における介護施設等の取り扱

いについては、急性期からどこへ退

院させるかは在宅医療等を推進する

上でも重要な情報であること、また

入院経路の場合と比較し現場での把

握が容易であると考えられることか

ら、分けることとしてはどうか。

5．手術情報 「脊椎麻酔＋硬膜外麻酔」を追加 ・脊椎麻酔と硬膜外麻酔を同時に行う症 提案の通りとする。
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【新規項目の提案】

(7)(14)(21)(28)(35)

麻酔

例に対応するため。

5．手術情報

(33)手術側数

「左右の区別のないもの」を追加

する

・現行では、胃等左右の区別のない臓器

に対する手術に対応するため。

提案の通りとする。

6.診療情報

(19)Hugh-Jones 分類

(20)NYHA 分類

肺高血圧症の重症度調査は(19)か

ら(20)に変更する

・肺高血圧症ガイドライン（日本循環器

学会）の 2012 年改訂版に基づき、肺高血

圧症の重症度分類の調査をNYHA分類に変

更する。

提案の通りとする。

項目名 内容 考え方 対応案

3．入退院情報 入院前と退院後の在

宅医療の有無

0 無

1 当院が提供

2 他施設が提供

9 不明

・DPC 病院における在宅医療の実施の有無と、DPC 病院以外

における在宅医療に係る連携の状況を明らかにするため、

入院の前後における在宅医療の実施状況について調査す

る。

【患者調査における在宅医療】

以下の①～③に該当するものを指す。

①往診

②訪問診療

③医師・歯科医師以外の訪問

提案の通りとする。

6.診療情報 心不全において

Nohria 分類を追加

・これまで（20）NYHA 分類で心不全の重症度分類の調査を

行ってきたが、NYHA 分類では医療資源投入量に明確な差を

認めないため、より病態に準拠した分類方法である Nohria

分類を追加する。

・ただし、次々回の改定（H28）の際に、NYHA 分類および

Nohria 分類どちらが心不全の重症度分類として適切であ

要議論
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るかを検証した上で一方のみとする。

6.診療情報 抗リウマチ分子標的

薬の初回治療の有無

・初回と 2 回目以降で投与量が大幅に異なるため、初回治

療の有無で医療資源投入量が異なるか否かについて調査

し、必要に応じて当該調査項目に基づき分岐を設定する。

提案の通りとする。

6.診療情報 介護保険の主治医意

見書に活用されてい

る「認知症高齢者の日

常生活自立度判定基

準」

・認知症の程度を長谷川式や MMSE の様な専門的な指標によ

って評価することは、全患者に行うのは困難ではないか。

・仮に認知症の評価項目を導入するのであれば、介護保険

の主治医意見書に活用されている「認知症高齢者の日常生

活自立度判定基準」が最も普及しており、現場にかかる負

担が少ないのではないか。

・入院時に医師が診断した患者の状態を調査することが妥

当ではないか。

・ただし現場負担に配慮して、認知症に関する傷病名が記

載される患者に限定することや、75 歳以上に限定をする

等、調査対象を限定することが必要ではないか。

下記の通りとする。

（考え方）

現場負担に配慮し、65歳以上の患者

又は40歳以上の介護保険が適用され

ている患者で、疾患による一時的な

変化を除外した入院中の患者の平素

の状態が「認知症高齢者の日常生活

自立度判定基準」のⅢ以上の場合は

「Ⅲ以上」を、Ⅱ以下の場合は「Ⅱ

以下」を入力する。

6.診療情報 入院時と退院時の褥

瘡の有無

・入院前の褥瘡（いわゆる持ち込み褥瘡）の有無、及び急

性期病棟における褥瘡の発生率等に関する基礎データを収

集する。

1 入院時の褥瘡の深さ（DESIGN 分類の D0～D5 を入力）

2 退院時の褥瘡の深さ（DESIGN 分類の D0～D5 を入力）

提案の通りとする。

6.診療情報 持参薬の使用の有無 予定入院の症例について、持参薬の使用状況を把握するた

め、以下を記入

1 自院で処方された持参薬を使用

2 他院で処方された持参薬を使用（自院・他院で処方され

た持参薬を両方使用した場合は 2を選択）

3 持参薬を使用していない

左記の項目を追加する。



6

参考資料

【統計情報部「患者調査」の仕様】

入院前の場所

〔家 庭〕

１ 当院に通院 ：家庭から当該医療施設に通院していたものをいう。

２ 他の病院・診療所に通院：家庭から他の病院または診療所に通院していたものをいう。

３ 在宅医療（訪問診療・訪問看護等）：家庭で往診・訪問診療・訪問看護を受けていたもの

をいう。

４ その他：上記「１～３」以外の場合をいう。

〔他の病院・診療所に入院〕

５ 地域医療支援病院・特定機能病院：地域医療支援病院・特定機能病院に入院していたも

のをいう。

６ その他の病院 ：上記「５」以外の病院に入院していたものをいう。

７ 診療所： 診療所に入院していたものをいう。

８ 介護老人保健施設に入所： 介護老人保健施設に入所していたものをいう。

９ 介護老人福祉施設に入所：介護老人福祉施設に入所していたものをいう。

10 社会福祉施設に入所：社会福祉施設（障害福祉施設・児童福祉施設等）に入所していた

ものをいう。

11 その他（新生児・不明等）： 上記「１～10」以外の場合をいう。

退院後の行き先

〔家 庭〕

１ 当院に通院：家庭から当該医療施設に通院するものをいう。

２ 他の病院・診療所に通院：家庭から他の病院または診療所に通院するものをいう。

３ 在宅医療（訪問診療・訪問看護等）：家庭で往診・訪問診療・訪問看護を受けるものをい

う。

４ その他：上記「１～３」以外の場合をいう。

〔他の病院・診療所に入院〕

５ 地域医療支援病院・特定機能病院：地域医療支援病院・特定機能病院に入院するものを

いう。

６ その他の病院：上記「５」以外の病院に入院するものをいう。

７ 診療所：診療所に入院するものをいう。

８ 介護老人保健施設に入所：介護老人保健施設に入所するものをいう。

９ 介護老人福祉施設に入所：介護老人福祉施設に入所するものをいう。

10 社会福祉施設に入所：社会福祉施設（障害福祉施設・児童福祉施設等）に入所するもの

をいう。

11 その他（死亡・不明等）：上記「１～10」以外の場合をいう。
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【「患者調査」における在宅医療】

以下の①～③に該当するものを指す。

①往診

患家（介護老人保健施設等を含む）の求めにより必要に応じて患家に赴いて診療するもの

をいう。

②訪問診療

医科においては、居宅において療養を行っている患者であって、通院が困難な者に対して、

その同意を得て計画的な医学管理の下に、定期的に医師が訪問して診療を行うものをいう。

③医師・歯科医師以外の訪問

居宅において療養を行っている患者であって、通院が困難な者に対して、その同意を得て計

画的な医学管理の下に、定期的に医師・歯科医師以外の者が訪問して実施されるものをいう。

【患者調査と DPC 調査の対応一覧】

［入院経路］

患者調査 DPC 調査

〔家庭〕

0 院内の他病棟からの転棟

１ 当院に通院 1 家庭からの入院

２ 他の病院・診療所に通院 1 家庭からの入院

３ 在宅医療（訪問診療・訪問看護等） 1 家庭からの入院

４ その他：上記「１～３」以外の場合 1 家庭からの入院

〔他の病院・診療所に入院〕

５ 地域医療支援病院・特定機能病院 4 他の病院・診療所の病棟からの転院

６ その他の病院 4 他の病院・診療所の病棟からの転院

７ 診療所 4 他の病院・診療所の病棟からの転院

８ 介護老人保健施設に入所 5 介護施設・福祉施設に入所中

９ 介護老人福祉施設に入所 5 介護施設・福祉施設に入所中

10 社会福祉施設に入所 5 介護施設・福祉施設に入所中

11 その他（新生児・不明等）： 上記「１～10」

以外の場合

8 院内で出生

9 その他
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［退院先］

患者調査 DPC 調査

〔家庭〕

0 院内の他病棟への転棟

１ 当院に通院 1 家庭への退院（当院に通院）

２ 他の病院・診療所に通院 2 家庭への退院（他の病院・診療所に通院）

３ 在宅医療（訪問診療・訪問看護等） 3 家庭への退院（その他）

４ その他： 上記「１～３」以外の場合 3 家庭への退院（その他）

〔他の病院・診療所に入院〕

５ 地域医療支援病院・特定機能病院 4 他の病院・診療所の病棟への転院

６ その他の病院 4 他の病院・診療所の病棟への転院

７ 診療所 4 他の病院・診療所の病棟への転院

８ 介護老人保健施設に入所 5 介護老人保健施設に入所

９ 介護老人福祉施設に入所 6 介護老人福祉施設に入所

10 社会福祉施設に入所 7 社会福祉施設に入所

11 その他（死亡・不明等）：上記「１～10」

以外の場合

8 終了(死亡等)

9 その他

【介護保険にかかる主治医意見書に活用されている「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」】

ランク 判定基準

Ⅰ 何らかの認知症を有するが， 日常生活は家庭内及び社会的にほほ自立して

いる。

Ⅱ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが多少見られて

も、誰かが注意していれば自立できる。

Ⅲ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さがときどき見ら

れ、介護を必要とする。

Ⅳ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見ら

れ、常に介護を必要とする。

Ｍ 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必

要とする。


